
“経営革新モデル企業”募集

令和５年度 彩の国

貴社の成功体験をお知らせください︕

“モデル企業”とは？

「経営革新計画」の実践によって、売上の増加や雇用創出など、
着実な成果を上げた企業を「彩の国経営革新モデル企業」として指定します。

令和５年７月３日（月）～８月４日（金）

昨年度指定企業の声

―― お申込み、問合せ先等は裏面をご覧ください ――

受付
期間

‣

‣

株式会社キハラ（鴻巣市／一般土木建設工事業）

株式会社猪俣産業（日高市／土木工事業）

株式会社秀隆（さいたま市／がん具・運動用具製造業）

KUMAGAYA TRAINING LAB（熊谷市／その他の専門サービス業）

既存の設備・体制で取り組めるコンクリート・アスファルトがらの
受入・砕石のリサイクル事業を新たに推進して、新規顧客にも来て
いただけるようになりました。新規事業の売上増加の他、相乗効果
による既存事業の売上増加にも繋がりました。

環境問題に対する社会の変化を機に、省エネ設備の販売事業を展開し、
環境問題対策・省エネ提案ができる会社として積極的にPRを行いました。
その影響で既存事業の受注が拡大し、顧客からの満足度と認知度が向上しました。

自社で人形の企画・製造ができるという強みを活かし、
自社WEBサイトの機能充実、店舗改装等を行い販売力を
強化しました。その結果創業以来から続いていた下請けから
脱却することができ、収益モデルへの転換を実現しました。

コロナ禍において、地元熊谷市の地域活動に積極的に参画しながら
新しいスタジオを開設・運営し、新規顧客の獲得と売上拡大に成功しました。
また理想とするスタジオの設立により、品質の高いトレーニング指導を
実施することができました。



申請要件

受付期間・申請方法

お申込み・お問い合わせ先

提出書類

指定されると・・・

・ 次の①〜④のすべてを満たす中小企業者であること。
① 計画期間が令和５年６月末日までに終了していること。
② 原則として法で定めた経営指標の目標伸び率を達成していること。
③ 経営革新計画の成果が、売上の増加や雇用創出など、他企業の模範となること。
④ 経営革新計画に基づく取組を公開することが可能であること。

令和５年７月３日（月）〜 令和５年８月４日（金）【必着】

・ 産業支援課宛、電子メールにて申請してください。
・ 選定委員会にて審査後、「彩の国経営革新モデル企業」として指定します。

（１）申請書（様式指定／Word形式）
※様式は、埼玉県のホームページからダウンロードできます。
埼玉県ホームページ内で「経営革新 モデル企業」と検索してください。

（２）決算報告書（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書）
３期分（①経営革新計画期間開始前（策定時の直近期）、②計画終了時、③直近）

〈例〉 計画期間がＨ２９．４〜R４．３の企業の場合
①Ｈ２９年３月期、②R４年３月期、③Ｒ５年３月期の決算報告書が必要になります。
※ただし、③直近の決算が固まっていない場合、試算表を仮提出し、
決算書類が固まり次第、御提出いただくことも可能です。
〈例〉 計画期間がＨ３０．４〜Ｒ５．３の企業の場合は②と③が同一となるため２期分

（３）会社案内、パンフレット

提出先は、「お申込み・お問い合わせ先」をご参照ください。
なお、電子メールでの提出が難しい場合はお問い合わせ先までご相談ください。

〒３３０－９３０１ 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号
埼玉県 産業労働部 産業支援課 経営革新支援担当 （本庁舎４階）
電話︓０４８－８３０－３９１０ ／ ＦＡＸ︓０４８－８３０－４８１３
提出先メールアドレス︓ a3770-04@pref.saitama.lg.jp

‣

‣

‣

‣

‣

・県知事より指定書を贈呈いたします。
・貴社の取組と成果を、県ホームページや県発行の事例集により、
幅広く紹介いたします。 ※R4.11月 指定式にて記念撮影

※令和４年度モデル企業は
彩の国ビジネスアリーナに出展しました。


